
道路運送車両の保安基準【2002.3.18】 

第31条の2（窒素酸化物排出自動車等の特例） 

－1－ 

 （窒素酸化物排出自動車等の特例） 

第31条の2 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）第12条第1項に規定する窒素酸化物排

出自動車及び粒子状物質排出自動車であつて告示で定めるものは、告示で定める窒素酸

化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものでなければならない。 

 

 


